
経口維持加算（Ⅱ）については、現に経口により食事を摂取して  

いる者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト等により誤  
嚇が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進め  

るための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受け  

たものを対象とすること。  

受けたものを対象とすること。  

経口維持加算（Ⅲ）については、現に経口により食事を摂取して   

いる看であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト（「氷砕片   
飲み込み検査）、「食物テスト（foodtest）」、「改訂水飲みテ   

スト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診法等により誤嘩が認   

められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるため   

の特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けたもの   

を対象とすること。  

b 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その   

他の職種の者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進め   

るための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成するこ   

と（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっ   

ては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、   
当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族   

に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスに   

おいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中   

に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代え   

ることができるものとすること。  

c 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別   

な栄養管理」とは、入所者の誤嚇を防止しつつ、継続して経口に   

よる食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適   

切な配慮のことをいう。経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅲ）   

の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特   

別な栄養管理により、当該入所者に誤喋が認められなくなったと   

医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はそ   

の家族の同意を得られた日から起算して一八○日以内の期間に限   

るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算   
は算定しないこと。  

d 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して一八○日   

を超えた場合でも、引き続き、  

（a）経口維持加算（Ⅰ）の対象者については、造影撮影又は内視鏡   

検査により、引き続き、誤礁が認められ（喉頭侵入が認められ  
る場合を含むn）、継続して経口による食事の摂取を進めるた   

めの特別な栄養管理が必要であるものとして医師の指示がなさ   

れ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所  

b 医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の   

者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進めるための特   

別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること（ただし、   

栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケ   

ア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画に   
ついては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、   

その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、   
経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する   

場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることがで   

きるものとすること。  

c 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別   

な栄養管理」とは、入所者の誤碑を防止しつつ、継続して経口に   

よる食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適   

切な配慮のことをいう。経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅲ）   

の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特   

別な栄養管理により、当該入所者に誤嘩が認められなくなったと   

医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はそ   

の家族の同意を得られた目から起算して一八○目以内の期間に限   

るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算   

は算定しないこと。  

d 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して一八○日   

を超えた場合でも、引き続き、  
（a）経口維持加算（Ⅰ）の対象者については、造影撮影又は内視鏡   

検査により、引き続き、誤怖が認められ、継続して経口による   
食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものと  

して医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続す   

ることについての入所者の同意が得られた場合  
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者の同意が得られた場合  

（b）経口維持加算（Ⅱ）の対象者にあっては、水飲みテスト、墾塾  

重畳塗等により引き続き、誤怖が認められ、継続して経口によ  
る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとし  

て、医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続す  

ることについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引  

き続き当該加算を算定できるものとすること。  

ただし、（a）又は（b）における医師の指示は、概ね二週間毎に  

受けるものとすること。  

ロ ニ十三号告示第二十号に規定する管理体制とは、食事の中止、十  

分な排疾、医師への報告等が迅速に行われる体制とすること。  

（23）口腔機能維持管理加算について   

① 柏腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施言割こおける入  

所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必  
要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設  
において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のう  

ち、㈱  

個々の入所者の口腔ケア計画をし、うものではない。   

② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る言十画」には、以下の事項  

を記載すること。  

イ 撒こおいて入所者の口腔ケアを推進するための課題  
口 当該施設における目標  

ハ 具体的方策  

二 留意事項  

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況  

へ働（当該計画の作成にあたっての技術的  
助㈱  

ト その他必要と思われる事項   

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定さ  

れた日の属する月であっても口腔機能維持管理加算を算定できるが、   

介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口  

腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行う  

にあた？ては、嘩  
時間帯に行うこと。  

（24）療養食加算  

（b）経口維持加算（Ⅲ）の対象者にあっては、水飲みテスト等によ  

り引き続き、誤嚇が認められ、継続して経口による食事の摂取  
を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指  

示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについ  

ての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加  

算を算定できるものとすること。  

ただし、（a）又は（b）における医師の指示は、概ね二週間毎に  

受けるものとすること。   

ロ ニ十三号告示第二十号に規定する管理体制とは、食事の中止、十   

分な排疾、医師への報告等が迅速に行われる体制とすること。  

（21）療養食加算  
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2の立吐を準用する。  
追払看取り介護加算   

① 看取り介護加算は、医師が一般堕に認められている医学的知見に基  

づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族と  

ともに、医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人又はその家  
族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重  

した看取りができるよう支援することを主眼として設けたものであ  

る。  

2の血盟を準用する。  

迫迫看取り介護加算   

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づ  
き回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族とと  

もに、医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族  
に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重し  

た看取りができるよう支援することを主眼として設けたものである。  

②牒   

③御員、介護職員、看護職員、介護支援  

専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められている  

ことが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、当  

該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過（時期、プロセス毎）  

の考え方、御こ際して行いうる医療行為の選択肢、  

医師や医療機関との連携体制、瑚話し合いや同意、意  

思確認の方法、職員の具体的対応等が考えられる。   

旦 看取り介護加算は、二十三号告示第三十九号に定める基準に適合す  
る看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて三○  

日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものであ  

る。  

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ△院したりした後、在宅や△  
院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設におい  
て看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの  

間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日か  

ら死亡日までの期間が三○日以上あった場合には、看取り介護加算を  

算定することはできない。）   

塁 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能である  

が、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側  
にとっては、施設に入所していない月についても自己負担を請求され  

ることになるため、入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなっ  
た場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合  

があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。   

塵 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医療機関  
に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先  
の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認するこ  

塁 看取り介護加算は、二十三号告示第三十三号に定める基準  に適合す   

る看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて三○   
日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものであ   

る。   

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ転院したりした後、在宅や転   

院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設におい   

て看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの   

間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日か   

ら死亡日までの期間が三○日以上あった場合には、看取り介護加算を   

算定することはできない。）  
旦 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能である   

が、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側   
にとっては、施設に入所していない月についても自己負担を請求され   

ることになるため、入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなっ   
た場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合   

があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。  

金 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医療機関   
に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先  
の医療機関等との継続的な関わりの中で、  入所者の死亡を確認するこ  
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とが可能である。   

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施琴が入院する医療機関   

等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本   

人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、本人又は家族に対   
して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。  

塁 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外   
泊期間が死亡日以前三○日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間   

を除いた期間について、看取り介護加箕の算定が可能である。  

直 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定で   

きるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。  

塁 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭   

で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載すると   

ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。  

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡し   
ても来てもらえないような場合も、医師、看護師、介護職員等が入所   
者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介護について相談し、   

共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護   

加算の算定は可能である。  

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保される   

よう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本   
人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった   

旨を記載しておくことが必要である。  

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重   

要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれなかったとして   

も、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら   

介護を進めていくことが重要である。  

とが可能である。  

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関   
等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本   

人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、本人又は家族に対   
して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。  

塁 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外   

泊期間が死亡日以前三○日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間   
を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。  

塵 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定で   

きるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。  

金 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭   

で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載すると   

ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。  

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡し   
ても来てもらえないような場合も、医師、看護師、介護職員等が入所   
者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介護について相談し、   

共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護   

加算の算定は可能である。  

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保される   

よう、介護記録に職員間の相談目時、内容等を記載するとともに、本   
人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった   

旨を記載しておくことが必要である。  

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重   

要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれなかったとして   
も、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら   

介護を進めていくことが重要である。  

⑩御子う際には個室又は静養   

室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保が可能とな争   

ようにすることが必要である。  

追払在宅復帰支援機能加算   

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当  

たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。  

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス  

について相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を  

得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は  

迫迫在宅復帰支援機能加算   

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当  

たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。  

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス  

について相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を  

得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は  
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老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添  

えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。   

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。  

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助  

口 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目  

的として行う各種訓練等に関する相談助言  

ハ 家屋の改善に関する相談援助  

二 退所する者の介助方法に関する相談援助   

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関  
係書類を整備しておくこと。  

迫吐在宅・入所相互利用加算   

① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な限り対  

象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼として設けたもの  

であり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機  

能及び日常生活動作能力その他の当該対象者の心身の状況についての  

情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支援専門員  

とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及  

び方針を定めることが必要である。   

② 具体的には、  

イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間（入  

所期間については三月を限度とする）について、文書による同意を  

得ることが必要である。  

ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観  

点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支  

援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等によ  

る支援チームをつくること。  

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前  

及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須とし、概ね一月  

に一回）カンファレンスを開くこと。  

ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期  

間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした  

介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における  

介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。  
ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役害・j  

分担については、支援チームの中で協議して適切な形態を定めるこ  

老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添  

えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。   

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。  

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助  
口 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目  

的として行う各種訓練等に関する相談助言  

ハ 家屋の改善に関する相談援助  

二 退所する者の介助方法に関する相談援助   

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関  
係書類を整備しておくこと。  

建Zl在宅・入所相互利用加算   

① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な限り対  

象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼として設けたもの  

であり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機  

能及び日常生活動作能力その他の当該対象者の心身の状況についての  

情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支援専門員  

とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及  

び方針を定めることが必要である。   

② 具体的には、  

イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間（入  

所期間については三月を限度とする）について、文書による同意を  

得ることが必要である。  

ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観  

点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支  

援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等によ  

る支援チームをつくること。  

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前  

及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須とし、概ね一月  

に一回）カンファレンスを開くこと。  

ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期  

間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした  

介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における  

介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。  
ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割  

分担については、支援チームの中で協議して適切な形態を定めるこ  
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と。  

③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている場合に、   

対象者の入所期間一日につき三○単位を加算するものである。  

④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利用する   

ものであるが、この場合の「個室」■とは、ユニット型個室、ユニット   

型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を算定している個室的   

なしつらえを有している居室のいずれでもよいものとする。なお、平   

成十八年三月三十一日までに多床室を活用して在宅・入所相互利用加   

算の加算対象となりうる事業を試行的に行っている施設において、同   

年四月一日以降も多床室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合に   

ついては、当該加算を算定すること。  

と。   

③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている場合に、  

対象者の入所期間一日につき三○単位を加算するものである。   

④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利用する  
ものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個室、ユニット  

型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を算定している個室的  

なしつらえを有している居室のいずれでもよいものとする。なお、平  

成十八年三月三十一日までに多床室を活用して在宅・入所相互利用加  

算の加算対象となりうる事業を試行的に行っている施設において、同  

年四月一日以降も多床室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合に  

ついては、当該加算を算定すること。  

（28）吾卿て   
① 憫割こ支障をきたすおそれのある症粧若しくは行動が静めら  

れることから介護を必要とする認知症の利用者」とは、日常生活自立  

摩のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する入所者を指すものとする。   

②‡「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養  

成事業の実施について」潮○  

一○号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業  
の円滑な運営について」恥年三月三ご十一日老計第○三三一○  

嘩〉「認知症介護実践リーダ  

ー研修」を指すものとする。   

③牒「認知症介護実践  

者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の  

円滑な運営について」御指導者研修」を指すも  

のとする。  

l．塾＿＿土二旦ユ崖宅建出藍止血旦こ：ム 
① 2の（16）①から④まで及び⑥を準用する。   

② 指定御を入所者に直接提供する聯員とは、皇括  

相談員、㈱行う職  

員を指すものとする。  
6 介護保健施設サービス  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員   

及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、理   

学療法士、作業療法士及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状  

6 介護保健施設サービス  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員   
及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、理  

学療法士、  作業療法士及び介護支援専門員について、  人員基準欠如の状  
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態にないことが必要であること（施設基準第三十四号）。  

（2）一部ユニット型介護老人保健施設において所定単位数を算定するため   

の施設基準等について  

一部ユニット型介護老人保健施設が介護保健施設サービス費の所定単   

位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全   
体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数   

（三：一の職員配置）を置いていることが必要であること。また、一部   
ユニット型介護老人保健施設がユニット型介護保健施設サービス費の所   

定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施   
設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を置い   

ていることが必要であること（施設基準第三十四号）。  

また、施設基準第三十四号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではないこと。  

（3）一部ユニット型介護老人保健施設における看護職員及び介護職員の人   

員基準欠如等について  

一部ユニット型介護老人保健施設に係る看護職員又は介護職員の人員   

基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユ   

ニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）   

を置いていない場合に行われるものであること。ユニット型介護老人保   

健施設に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の   

減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で   

所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので   

あること（職員配置等基準第十二号口及びハ）。  

また夜勤体制による減算は当該施設のユニット部分又はユニット部分   

以外について所定の員数を置いていない場合について、施設利用者全員   

に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜   

勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤の要件を満   
たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われることとなる   

（夜勤職員基準第六号）。  

（4）介護保健施設サービス費（Ⅱ）若しくは介護保健施設サービス費（Ⅲ）又   

はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅲ）若しくはユニット型介護保健   

施設サービス費（Ⅲ）を算定する介護老人保健施設（以下この号において   
「介護療養型老人保健施設」という。）における介護保健施設サービス   

について   

態にないことが必要であること（施設基準第三十四号）。  

（2）一部ユニット型介護老人保健施設において所定単位数を算定するため   
の施設基準等について  

一部ユニット型介護老人保健施設が介護保健施設サービス費の所定単   

位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全   
体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数   

（三：一の職員配置）を置いていることが必要であること。また、一部   
ユニット型介護老人保健施設がユニット型介護保健施設サービス費の所   

定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施   
設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を置い   

ていることが必要であること（施設基準第三十四号）。  

また、施設基準第三十凶号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではないこと。  

（3）一部ユニット型介護老人保健施設における看護職員及び介護職員の人   

員基準欠如等について  

一部ユニット型介護老人保健施設に係る看護職員又は介護職員の人員   

基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユ   

ニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）   

を置いていない場合に行われるものであること。ユニット型介護老人保   

健施設に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の   

減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で   

所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので   

あること（通所介護費等の算定方法第十二号口及びハ）。  

また夜勤体制による減算は当該施設のユニット部分又はユニット部分   

以外について所定の員数を置いていない場合について、施設利用者全員   

に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜   
勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤の要件を満   

たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われることとなる   

（夜勤職員基準第六号）。  

（4）介護保健施設サービス費（Ⅱ）若しくは介護保健施設サービス費（Ⅲ）又   

はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅲ）若しくはユニット型介護保健   

施設サービス費（Ⅲ）を算定する介護老人保健施設（以下この号において   

「介護療養型老人保健施設」という。）における介護保健施設サービス   

について  
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① 3（1）④イ及びロを準用すること。  ① 3（1）④イ及びロを準用すること。  
② 施設基準第三十四号イ（2）（二）について、 「自宅等」とあるのは、自   

宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施設等は含   

まないものであること。   

また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健施設へ   

の転換以後の新規入所者の実績が十二月に達した時点から適用するも  

一  

・テニ‾ニ上‖・ここここ二 

② 施設基準第三十四号イ（2）（二）について、 「自宅等」とあるのは、自   

宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施設等は含   

まないものであること。   

また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健施設へ   

の転換以後の新規入所者の実績が十二月に達した時点から適用するも   

のとすること。   

なお、卿  

ニヒ ．＿   

イ 軌以内に病床を有する医療機関がないこと。   

瀾九以下であること。   

ナルケア加  について  

イターミナルケア加算は、瑚  

、 

茎接その家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、そのA  

ちしさを尊重した看取りができるよう支援するこ七を主眼として設  

けたものであ  

ュたターミナルケアを評価するものでみ皇L  

±  

王国意を得ておくことが必要である。  
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介護療養型老人保健施設は、  塑設退所の後も、継続して入所者の  
転  

二」■こユニ＿・こJ‥＿こJ‥ミ＿∴≡：－・二∴二‾こ‾－・二∴ こ∴トこ＿ご・－・∵：、、－：：：壬・T：し 

⊥‾‥1・ニュ二＿二二・∴∴．⊥．，ニー⊥阜、1＿・一こ∴∴・’ミニヒ・・⊥工∵∴∴㌧・～－：二  

－、 

ー＝ 

＝ 

ある。  
‾ 

－・一 

二 

岬ノつ、泉ぬこ通運  

＼ニーチエこ－●ミ＿・－．・一ニー、－こ＿、：ニ ー・－＿て ‥－ －、・∫‾ニ∴＿‥、J 

‾ご 

・・二 

合には、ターミナルケアカロ算の算定は可能であ  

皇  

卿且かかわらず来てもらえなかった  

旨を記載  しておくことが  必要である   

・・ 

・∴了．＿丁 

・一一ー 

・二ー． 

‾ 

－ 

∴二 

塑 特別療養費について  

3の（1）④ハを準用するものとすること。   

塁 療養体制維持特別加算について  

3の（1）④ニを準用するものとすること。  

（5）介護保健施設サービス費を算定するための基準について  

塵 特別療養費について  

3の（1）④ハを準用するものとすること。   

旦 療養体制維持特別加算について  

3の（1）④ニを準用するものとすること。  

（5）介護保健施設サービス費を算定するための基準について  

① 介護保健施設サービス費は、  施設基準第三十五号に規定する基準に  ① 介護保健施設サービス費は、  施設基準第三十五号に規定する基準に   
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従い、以下の通り、算定すること。  
イ 施設基準第三十五号イに規定する介護保健施設サービス費 介護  

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの  

に限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対して行われるも  

のであること。  

ロ 施設基準第三十五号ロに規定する介護保健施設サービス費 介護  

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の  

ものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対して行われるも  

のであること。  

ハ 施設基準第三十五号ハに規定する介護保健施設サービス費 介護  

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設の  
人員、卿巨（平成十二年厚生省令  

第卿「介護老人保健施設基準」という。）第四十一条第  

二項第一号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第  

一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすもの  

に限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者に対して行わ  
れるものであること。  

ニ 施設基準第三十五号こに規定する介護保健施設サービス費 介護  

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設基  

準第四十一条第二項第一号イ（3）（並）を満たすものに限るものとし、  
同（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第一項の規定に  

より読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユ  

ニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるものである  

こと。   

② ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費の注1  

による届出がなされているものについては、ユニット型介護保健施設  
サービス費を算定するものとすること。   

③ 分館型介護老人保健施設については、介護保健施設サービス費又は  

ユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとする。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（7）身体拘束廃止未実施減算について  

5の（7）を準用する。  

従い、以下の通り、算定すること。  
イ 施設基準第三十五号イに規定する介護保健施設サービス費 介護   

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの   

に限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対して行われるも   

のであること。  

ロ 施設基準第三十五号ロに規定する介護保健施設サービス費 介護   

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の   

ものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対して行われるも   

のであること。  

ハ 施設基準第三十五号ハに規定する介護保健施設サービス費 介護   

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設基   

準第四十一条第二項第一号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省   

令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）   

を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者   

に対して行われるものであること。  

ニ 施設基準第三十五号こに規定する介護保健施設サービス費 介護  

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設基  

準第四十一条第二項第一号イ（3）（立）を満たすものに限るものとし、  

同（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第一項の規定に  

より読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユ  

ニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるものである  

こと。   

② ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費の注1  
による届出がなされているものについては、ユニット型介護保健施設  

サービス費を算定するものとすること。   

③ 分館型介護老人保健施設については、介護保健施設サービス費又は  

ユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとする。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（7）身体拘束廃止未実施減算について  

5の（7）を準用する。  

（8）灘引こついて   
① 3の（2）を準用する。  
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②㈲定している介護老人保健施設の場合にあって   

は、御株とそれ以外の部分のそ   

れぞれで満たさなければならない。  
リハビリテーションマネジ メン  ト加算  

① リハビ  リテーションマネジメント  は、入所者毎に行われるケアマ  

押こと。また、個別リハ  

ビリテ叫もの  

であることから、リハビリテーションマネジメントも原則として入所  

者全員に対して実施するべきものであること。  
② リハビ  リテーションマネジメント  については、以下のイからホまで  

拉週げるとおり、実施すること。  
イ 入所日割こそ紆割こ対するリハビリテーションの実施に必要な情報   

を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看   

護職員、介護職員、薬剤師、支援相談員、栄養士、介護支援専門員   
その他職種の者（以下「関連スタッフ」という。）㈱勅こ、リ   

ハビリテ ーションに関する解決すべき課題の把握（以下「アセスメ   

ント」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働   
により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリ   

テーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハビリ   
テーション実施計画原案については、入所者又はその家族に説明し   

その同意を得ること。なお、介護老人保健施設サービ利こおいては、  

リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を施設サービス計   

画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実   

施計画原案の作成に代えることができるものとするこL  

ロ リノ＼ヒリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーション   

やケアを実施しながら、嘩こ関   

連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多  

職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、リハ   

ぎソテーション実施計画を作成すること。また、作成したリハビリ   
テーション実施計画については、入所者又はその家族に説明し、そ   

の同意を得ること。7咽ショ   

ン実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施  

計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成に仕   

えることができるものとし、変更等がない蓼斜こあっても、リハビ  

リテーション実施計画原案をリハゼリテーション実施計画に代える  
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ことができるものとすること。  

ハ 退所の前に、関連スタッフによる退所前リハビリテーションカン   

ファレンスを行うこと。その際、退所後に利用予定の居宅介護支援   

事業所の介護支援専門員や居宅サ「ビス事業所のサ∵ビス担当者等   

の参加を求めること。  

ニ退所時には居宅介護支援事業所の介護支援専門貞や入所者の主治   

の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと町  

ホ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準   

（平成11年厚生省令第40号）第9条に規定するサービスの提供の   

記録において入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師  

ヌは医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚  

士が入所者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリ  

ハビリテーションマネジメント加算の算定のために入所者の状態を  

定期的に記録する騨と。   
③‡リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施計  

画原案を入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から算  

定を開始するものとすること。  

（9）短期集中リハビリテーション実施加算について   

① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテ  

ーションとは、一週につき概ね三日以上実施する場合をいう。   

② 当該加算は、当該入所者が過去三月間の間に、当該介護老人保健施  
設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。  

（10）認知症短期集中リハビリテーション実施加算について   

① 認知症短期集中リハビリテーションは、軽度里認知症入所者の在宅  
復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練  

等を組み合わせたプログラムを週三旦、実施することを標準とする。   

② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師  
又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了  

した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれ  

ると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的  

（9）短期集中リハビリテーション実施加算について   

① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテ  

ーションとは、一週につき概ね三日以上実施する場合をいう。   

② 当該加算は、当該入所者が過去三月間の間に、当該介護老人保健施  
設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。  

（10）認知症短期集中リハビリテーション実施加算について  

（D 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を  

目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組  

み合わせたプログラムを週三旦、実施することを標準とする。   

② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師  
又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了  

した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれ  

ると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的  

として、リハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示  

を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士  

等」という。）が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせた  
プログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓  

練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対し  

L   

ハビリテーションマネジ メントにおいて作成したリハビリ  として、リ   

テーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法  

士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）が  

記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施  

した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動  
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の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待でき   

るものであること。  

③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医   

を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了して   

いること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、   

認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練   
等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されてお   

り、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしい   

と認められるものであること。  

④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は理学療法士等   

が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。  

⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に二○分以上   

当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間   

が二○分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。  

⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE（MiniMental   
State Examination）又はHDS－R（改訂長谷川式簡易知能評価スケー   

ル）において概ね二重点～二五点に相当する者とする。  

⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時問、訓練内容、訓練   

評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。  

⑧ 注5の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合で   

あっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビ   

リテーション加算を算定することができる。  

て効果の期待できるものであること。  

③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医  

を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了して  

いること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、  
認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練  

等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されてお  

り、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしい  

と認められるものであること。   

④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は理学療法士等  

が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。   

⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に二○分以上  
当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間  

が二○分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。   

⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE（Mini  
MentalState Examination）又はHDS－R（改訂長谷川式簡易知能  

評価スケール）において概ね重点～二五点に相当する者とする。   

⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練  

評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。   

⑧ 注5の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合で  
あっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビ  

リテーション加算を算定することができる。   

塾当該リハゼリテーション加算は、当該入所者が過去三月のF郡こ、当  

該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できるこ  

ととする。  

（11）認知症ケア加算について   

① 注7において「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動  
が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは  

且星空活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当し、認知症専門棟におい  

て認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者  

をいうものであること。   

② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を  
重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは、従業者  
が一人一人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的  

に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはい   

（11）認知症ケア加算について   

① 注7において「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動  
が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは  

「自立度判定基準」によるランク札 Ⅳ又はMに該当し、認知症専門  

棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が  

認めた者をいうものであること。   

② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を  
重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは、従業者  
が一人、一人の入居者について個オ生、心身の状況、生活歴などを具体的  

に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはい  
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わゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟   
における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準と   

する。   

イ 日中については利用者一○人に対し常時一人以上の介護職員又は  

看護職員を配置すること。   

ロ 夜間及び深夜については、二○人に一人以上の看護職員又は介護   

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。  
③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認   

知症ケア加算は算定しない。  

わゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟  

における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準と  

する。  

イ 日中については利用者一○人に対し常時一人以上の介護職員又は  

看護職員を配置すること。  

ロ 夜間及び深夜については、二○人に一人以上の看護職員又は介護  

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。   

③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認  

知症ケア加算は算定しない。  

（12）御引こついて  
2の（12）を準用する∩  

上土立入所者が外泊したときの費用の算定について  

5の止姐（④のこを除く。）を準用する。この場合において「入院又   
は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。  

吐迫入所者が外泊したときの費用の算定について  

5の上土迫（④のこを除く。）を準用する。この場合において「入院又   

は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。  
（13）入所者が試行的退所したときの費用の算定について   

① 試行的退所サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体  

の状況に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについ   

て医師、御重・介護職員、支   

援相談員、グ嘩引こおいて療  

養を継続する可能性があるかどうか検討するこL   

②望郷こ対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を  

得た上で実施するこL   
③ 試行的退所サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、介護  

老人保健施設の介護支援専門員が、試行的退所サービスに係る居宅サ  

ニゼスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業  

者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅において、  

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように  

配慮した計画を作成するこL   

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。   

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導   
王㌧当該入所者の運動機能及び日常封舌動作能力の維持及び向上を目  

的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、  

排泄訓練の指導  

ハ 家屋の改善の指導  

三当該入所者の介助方法の指導  
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⑤ 試行的退所サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅   

サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供す   
ることとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象と   
ならないこと。  

⑥ プ岬六日以内とする。また、算定方法は、   
5の（13）の①及び②を準用する。一回の試行的退所サービス費が月を   
またがる場合であっても、連続して算定できるのは六日以内とす翫  

⑦ 利用者の試行的退所期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベ   

ッドを短期入所療養介護に活用することは可能であること。この場合   

において試行的退所サービス費を併せて算定することは可能であるこ   

上且＿  

⑧ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合において   

は、介護老人保健施設で療養を続けることとなるが、居宅において療   
養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けたリハビ  

リ等を行うため、施設サーヒ働こ適切な支援   

を行うこと。  

ターミナルケア加算について  

イ 棋ナルケア加算は、医師が一般に認められている医学的知見   

に基づき靭本人及び   

家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人   

又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人   

らしさを尊重した看取りができるよう支援することを主眼として設   

けたものである。  

ロ 輿ナルケア加算は、二十三号告示第三十六j引こ定める基空勘こ   
適合するターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日   

を含めて三○日を上限として、老人保健施設において行ったターミ   

ナルケアを評価するものである。   

死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場合に   

は、当該施設においてターミナルケアを直接行っていない退所した   

日の翌日から死亡日までの間は、麟（した   

がって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が三○日以上あっ   

た場合には、ターミナルケア加算を算定することはできないJ   

ただし、介護保健施設サービス費（Ⅲ）又は介護保健施設サービス   

費（Ⅲ）を算定している場合にあっては、入所している施設または当   

該入所者の居宅において死亡した場合のみ算定が可能であり、他の  
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医療機関等で死亡した場合にあっては、退所日以前も含め、算定で   
きないものである。  

ハ 老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定可   

能であるが、棋ナルケア加算は死亡月にまとめて算定すること   

から、入所者側にとっては、当該施設に入所していない月について   
も自己負担を請求されることになるため、入所者が退所する際、退   
所の翌月に亡くなった場合に、前月分のターミナルケア加算に係る   
一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得   

ておくことが必要である。  

ニ 老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指導等   

を行うことが必要であり、入所者の家族等との継続的な関わりの中   
で、入所者の死亡を確認することが可能であ㌫  

ホ 錮白又は退所の当日についてターミナ／レケア加算を算定できるか   

どうかは、瑚，したが   

って卿定した場合を除く。）   

には、酬白期間が死亡日以前三○日の範囲内であれば、当該外   

泊期間を除いた期間について、輿ナルケア加算の算定が可能で   
ある。  

へ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口   

頭で同意を得た場合は、その説明日時、内容等を記錬するとともに、   

同意を得た旨を記載しておくことが必要であ乳   

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡   

しても来てもらえないような場合も、医師、看護師、介護職員等が   
入所者の状態等に応じて随時、入所者に対するターミナルケアにつ   
いて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場   

合には、ターミナルケア加算の算定は可能である。   

この場合には、適切なターミナ′レケアが行われていることが担保   
されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人  
の状態や、御こもかかわらず来てもらえなかった   

旨を記載しておくことが必要である。   

なお、卿極めて  

重要であり、卿度連絡を取って来てくれなかったと   
しても、定弥勒こ連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認し  
ながらターミナルケアを進めていくことが重要であ説  

ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族   
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が個室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設は、その  

意向に沿えるよう考慮すべきであること。なお、個室に移行した場  

合の入所者については、注11に規定する措置の対象とする。  

建辻初期加算について   

① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度の  
ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）の間  

に、当該介護老人保健施設に入所したことがな 

ることとする。  

なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者  

が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、  

初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を三○日から控除  

して得た日数に限り算定するものとする。   

② 5の1呈ヱとの①及び②は、この場合に準用する。  

建辻退所時指導等加算について   

① 退所前後訪問指導加算  

イ 退所前の訪問指導については、入所期間が一月を超えると見込ま  
れる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問  

して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中一回に限り加算  

を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要が  

あると認められる場合については、二回の訪問指導について加算が  

行われるものであること。この場合にあっては、一回目の訪問指導  
は退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決  

定に当たって行われるものであり、二回目の訪問指導は在宅療養に  

向けた最終調整を目的として行われるものであること。  

ロ 退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加算は訪  

問日に算定すること。  

ハ 退所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものである  
－ し  －・・・・・－、－しヽ  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士  
又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。  

ホ 退所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこ  

吐姐初期加算について   

① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、「自立度判定基準」  

拉よ旦ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）  

の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定  

できることとする。  

なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者  

が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、  

初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を三○日から控除  

して得た日数に限り算定するものとする。   

② 5の血生の①及び②は、この場合に準用する。  

吐立退所時指導等加算について   

① 退所前後訪問指導加算  

イ 退所前の訪問指導については、入所期間が一月を超えると見込ま  

れる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問  

して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中一回に限り加算  

を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要が  

あると認められる場合については、二回の訪問指導について加算が  

行われるものであること。この場合にあっては、一回目の訪問指導  
は退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決  

定に当たって行われるものであり、二回目の訪問指導は在宅療養に  

向けた最終調整を目的として行われるものであること。  

ロ 退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加算は訪  

問日に算定すること。  

ハ 退所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものである  

こと。  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士  

又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。  
ホ 退所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこ  
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と。   

へ 退所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を   

診療録等に記載すること。  

② 退所時指導加算   

イ 退所時指導の内容は、次のようなものであること。  

a 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う 

練、排泄訓練の指導  
c 家屋の改善の指導  
d 退所する者の介助方法の指導   

と。   

へ 退所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を  
診療録等に記載すること。  

② 退所時指導加算   

イ 退所時指導の内容は、次のようなものであること。  

a 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓  

練、排ラ世訓練の指導  

c 家屋の改善の指導  
d 退所する者の介助方法の指導   

口即斜こは、以下のノ尉こ留意すること。   

明こ当たっては、その病状及び身体の状況に照  

らし、．退所して居宅において生活ができるかどうかについて医師、  

薬剤師（配置されて僻目  
談員、爛祈して、その居宅において療  

養を継続する可能性があるかどうか検討するこL  

b 当該入所者又は家族に対し、趣旨を十分説明し、同意を得た上  

で実施すること。  C働こあって  
は、外泊時加算を併せて算定することが可能であるこL  d牒自時  
加算を算定していない場合は、そのベッドを短期入所療養介護に  

活用することが可能であるこL  
9 試行的退所期間中は、指定居宅サービス等の利用はできないこ  

上＿L  

j 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合にお  
いては、介護老人保健施設で療養を続けることとなるが、居宅に  

おいて療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に  

向けたリハビリ等を行うため、断行うと  

ともに適切な支援を行うこL   

二三 ①のハからへまでは、退所時指導加算について準用する。  
③ 退所時情報提供加算   

イ 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事   

前に主治の医師と調整し、別紙様式2の文書に必要な事項を記載の  

ト   

ヱ ①のハからへまでは、退所時指導加算について準用する。  
③ 退所時情報提供加算   

イ 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事  

前に主治の医師と調整し、別紙様式2  の文書に必要な事項を記載の  
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上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写  

しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結  

果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退  

所後の治療計画等を示す書類を添付すること。  
ロ ①のハを準用する。   

④ 退所前連携加算  

イ 5の上辺の③イ及びロを準用する。  
ロ ①のハ及びこを準用する。   

⑤ 老人訪問着護指示加算  

イ 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式は別途通  

知するところによるものとする。）に指示期間の記載がない場合は、  

その指示期間は一月であるものとみなすこと。  

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。  

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者  

又はその家族等を介して指定訪問看護ステーションに交付しても差  

し支えないこと。  

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。  

ホ 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、指定訪問看護ステ  

ーションからの指定訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧  

に応じること。  

吐吐従来型個室に入所していた者の取扱いについて  

5の止吐を準用する。  
（17）栄養管理体制加算  

上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写  
しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結  
果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退  

所後の治療計画等を示す書類を添付すること。  

ロ ①のハを準用する。   

④ 退所前連携加算  

イ 5の止弘の③イ及びロを準用する。  

ロ ①のハ及びこを準用する。   

⑤ 老人訪問者護指示加算  

イ 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式は別途通  

知するところによるものとする。）に指示期間の記載がない場合は、  

その指示期間は一月であるものとみなすこと。  

ロ 訪問者護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。  

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者  
又はその家族等を介して指定訪問看護ステーションに交付しても差  

し支えないこと。  

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。  

ホ 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、指定訪問看護ステ  
ーションからの指定訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧  

に応じること。  

吐吐従来型個室に入所していた者の取扱いについて  

5の（19）を準用する。  

5の（17）  を準用する。  

（18）栄養マネジメント加算  

5の止弘を準用する。  
（19）経口移行加算  

5のl必を準用する。  

（20）経口維持加算  

5の立P）を準用する。  

（18）栄養マネジメント加算  

5の塵吐を準用する。  

（19）経口移行加算  

5の旦吐を準用する。  

（20）経口維持加算  

5の夏生を準用する。  

史1）口月空機能維持管理加算  

5の（23）を準用する  
建吐療養食加算  

2の止姐を準用する。  
追払在宅復帰支援機能加算  

拉む療養食加算  

2の史姐を準用する。  

姐在宅復帰支援機能加算  
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5の史迫を準用する。  

拉迫緊急時施設療養費に関する事項  

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合に   

は、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こう   

した場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得な   

い事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、こ   

のような場合に行われる施設療養を評価するために設けられているこ   

と。   

① 緊急時治療管理  

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が  

必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検  

査、処置等が行われた場合に、一日につき五00単位を算定するこ  

と。  

ロ 緊急時治療管理は、一回に連続する三日を限度とし、月一回に限  
り算定するものであるので、例えば、一月に一日を三回算定するこ  
とは認められないものであること。  

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはでき  

ないこと。  

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。  

a 意識障害又は昏睡  
b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪  

c 急性心不全（心筋梗塞を含む。）  

d ショック  

e 重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）  

f その他薬物中毒等で重篤なもの   
② 特定治療  

イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により  

行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療  

について、老人医科診療報酬点数表により算定する点数に一○円  

を乗じた額を算定すること。  

ロ 算定できないものは、二十三号告示第三十八号に示されているこ  

と。  

ハ ロの具体的取扱いは、健康保険法（大正十一年法律第七十号）の  

診療報酬点数表の取扱いの例によること。  

5の受吐を準用する。  

迫姐緊急時施設療養費に関する事項  

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合に   

は、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こう   

した場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得な   

い事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、こ   

のような場合に行われる施設療養を評価するために設けられているこ   

と。   

① 緊急時治療管理  

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が  
必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検  

査、処置等が行われた場合に、一日につき五00単位を算定するこ  

と。  

ロ 緊急時治療管理は、一回に連続する三日を限度とし、月一回に限  
り算定するものであるので、例えば、一月に一日を三回算定するこ  
とは認められないものであること。  

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはでき  

ないこと。  

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。  

a 意識障害又は昏睡  
b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪  

c 急性心不全（心筋梗塞を含む。）  

d ショック  

e 重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）  

f その他薬物中毒等で重篤なもの   

② 特定治療  

イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により  

行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療  

について、診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五  

九号）別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に一○円  

を乗じた額を算定すること。  

ロ 算定できないものは、二十三号告示第三十八号に示されているこ  

と。  

ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働  
省告示第五九号）別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの例による  
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こと。  

認知症専門ケア加  について  

5の（28）  を準用する  

・ご二山・．ご．二 ぺ畑中黒．；圭   

一＿＿ ∴一二．ニー≡ミ⊥－＿∴ミ上皇・一‡二∴い二±エビJ‥・‥i・＿∴ミニ」こ」＿・蝉並等＿ヤ⊥∴・・ 

ハイマー病等、認知癌の原因疾患が特定されたことを止   

②「認知症のおそれがある」とは、MMSE（MiniMentalSt嗅  呵（改言丁長谷ノ＝   
式簡易知能評価スケール）において概ね二○点以下といった認知機壁  

¢低下を認め、これにより日常封舌に支障が生じている状態をいう。   

③ 協設内での診断が困難」とは、介護老人保健施設の医師が、入所  

者の症状、施設の設備、医師の専門分野等の状況から、当該施設内で   

里葦知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合を揖すもので考  

旦」   

④ 協療状況を示す文書」とは、入所者の症状経過、介護老人保健施   

設内で行った検査結果、現在の処方等を示す文書をいL   

軋「こオいこ賛する保険医療機関」は、認知症候患医療センターが十定   

壁度整備されるまでの間に限り、以下のいずれの要件も満たすものと  

生る＿旦－   イ孟鱒灸（十年以上）を  
有する医師がいること  

二∴ ニニご■－⊥二．ニー・●二。中止さ∴土工‥工ユ∴⊥．、（王＿止さ出写ミt 

RI）の両方を有する、又は認知症疾患医療センターの運営事業軍  

塾要綱に定める要件を満たしており、かつ認知症酪患医療センタニ  

拉関する申請届出を都道府県又は改令滑走都市にしている又は明旦  

かに申請の意思を示しかつ何らかの具体的な手続きを行ってい冬と  

都道府県又は政令指定都市が認めるもの   

／瀾掛こ認知症専門棟があること。   

二．＿し1一⊥－ご■ご二・エー∴∴ビニ1・こ・⊥∵予⊥ユニ∵上土咋辻＿一 三⊥ニ」二．ニ：＿ 

阻専鱒   

医師が配置され、十分な体制が整備されている保険医療機関である。  

ここで、必要な医師の配置とは、専任の認知症疾患の鑑別診断等里垂  

ご ニ：   
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に、神経画像検査の体制として、CT又はMRIを有していることを  

セ7）サービス提供体制強化加算について   

① 2の（16）①から④まで及び⑥を準用する。   

②瀾坤」肝引こ直接提供する職員とは、看護職員、  

介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚土とし  

て勤務を行う職員を指すものとする。  

7 介護療養施設サービス  

（1）療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、   

認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲   

① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費  

については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料（入院診  

療計画、院内感染対策、裾瘡対策に係る費用分を除く。）、夜間勤務  

等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びにおむつ代を含むものであ  

ること。   

② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療  

報酬点数表における特定入院料（入院診療計画、院内感染対策、裾瘡  
対策に係る費用分を除く。）及びおむつ代を含むものであること。  

（2）診療録への記載  

指定介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保険   

の診療録の様式を用いる場合にあっては、「保険者番号」の欄には介護   

保険者の番号を、「被保険者証・被保険者手帳」の「記号・番号」の欄   

には介護保険の被保険者証の番号を、「有効期限」の欄には要介護認定   

の有効期限を、「被保険者氏名」の欄には要介護状態区分をそれぞれ記   

載し、「資格取得」、「事業所」及び「保険者」の欄は空白とし、「備   
考欄」に医療保険に係る保険者番号等の情報を記載すること。緊急時等   

で医療保険に請求する医療行為等を行った場合には、当該医療行為等に   

係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるように   

すること。なお、指定介護療養型医療施設の入院患者の診療録について   

は、医療保険適用病床の患者と見分けられるようにすること。  

（3）所定単位数の算定単位について  

指定介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス   

費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって一種類を選定  

し届け出ることとする。病棟によって、複数の届出を行うことはできな   

い。なお、一病棟において介護保険適用病床と医療保険適用病床が混在  

7 介護療養施設サービス  
（1）療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、   

認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲   

① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費  

については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料（入院診  

療計画、院内感染対策、裾癒対策に係る費用分を除く。）、夜間勤務  

等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びにおむつ代を含むものであ  

ること。   

② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療  

報酬点数表における特定入院料（入院診療計画、院内感染対策、裾癒  
対策に係る費用分を除く。）及びおむつ代を含むものであること。  

（2）診療録への記載  

指定介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保険   

の診療録の様式を用いる場合にあっては、「保険者番号」の欄には介護   

保険者の番号を、「被保険者証・被保険者手帳」の「記号・番号」の欄   

には介護保険の被保険者証の番号を、「有効期限」の欄には要介護認定   

の有効期限を、「被保険者氏名」の欄には要介護状態区分をそれぞれ記   

載し、「資格取得」、「事業所」及び「保険者」の欄は空白とし、「備   
考欄」に医療保険に係る保険者番号等の情報を記載すること。緊急時等   

で医療保険に請求する医療行為等を行った場合には、当該医療行為等に   

係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるように   

すること。なお、指定介護療養型医療施設の入院患者の診療録について   
は、医療保険適用病床の患者と見分けられるようにすること。  

（3）所定単位数の算定単位について  

指定介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス   

費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって一種類を選定  

し届け出ることとする。病棟によって、－複数の届出を行うことはできな   

い。なお、一病棟において介護保険適用病床と医療保険適用病床が混在  
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する場合には、当該病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必要な   
人員を確保していることが必要である。ただし、療養病床（医療法等の   
一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号）附則第二条第三項   

第五号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。）、老人性認知症疾患   

療養病棟が混在している場合には、それぞれの類型毎に一種類を選定し   

て届け出ること。  

（4）「病棟」について   

① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体制の一  
単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場  
合であって、複数階（原則として二つの階）を一病棟として認めるこ  

とは差し支えないが、三つ以上の階を一病棟とすることは、④の要件  
を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。   

② 山病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間におけ  

る適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合  
的に判断した上で決定されるものであり、原則として六○床以下を標  

準とする。   

③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、二以上の病棟に  

分割した場合には、片方について→病棟として成り立たない、建物構  
造上の事情で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなさ  

れることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認め  
られるものであること。   

④ 複数階で一病棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であ  

るが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護職員の配置を  

工夫すること。  

（5）一00床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について   

① 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）上の許可病床数（感染症病  

床を除く。）が一00床未満の病院においては、やむを得ない事情に  
より配置されていた職員数が一割の範囲内で減少した場合の人員基準  

欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り  

扱うものとする。  

イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、  

a 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利  
用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算  

定方法に従って減算され、  

する場合には、当該病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必要な   
人員を確保していることが必要である。ただし、療養病床（医療法等の   
一部を改正する法律（平成十二年法律第百凶十一号）附則第二条第三項   

第五号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。）、老人性認知症疾患   

療養病棟が混在している場合には、それぞれの類型毎に一種類を選定し   

て届け出ること。  

（4）「病棟」について   

① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体制の一  
単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場  
合であって、複数階（原則として二つの階）を一病棟として認めるこ  

とは差し支えないが、三つ以上の階を一病棟とすることは、④の要件  
を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。   

② 一病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間におけ  

る適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合  
的に判断した上で決定されるものであり、原則として六○床以下を標  

準とする。   

③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、二以上の病棟に  

分割した場合に鱒、片方について一病棟として成り立たない、建物構  
造上の事情で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなさ  
れることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認め  

られるものであること。   

④ 複数階で－病棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であ  

るが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護職員の配置を  

工夫すること。  

（5）血00床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について   

① 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）上の許可病床数（感染症病  

床を除く。）が一00床未満の病院においては、やむを得ない事情に  
より配置されていた職員数が一割の範囲内で減少した場合の人員基準  

欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り  

扱うものとする。  

イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、  

a 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利  
用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規  

定する算定方法に従って減算され、   
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b 一割の範囲内で減少した場合には、その三月後から人員基準欠  

如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単  

位数が職員酉己置等基準に規定する算定方法に従って減算される  

（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている  

場合を除く。）。  
ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その三月後から  

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい  

て所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算さ  

れる（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至ってい  

る場合を除く。）。   

② 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。）が－00床未満の病  
院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせな  

くなった場合のより低い所定単位数の適用（人員基準欠如の場合を除  

く。）については、（Dの例によるものとすること。  

（6）看護職負の数の算定について  

看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている   

看護職員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等（専ら、病院   

全体の看護管理に従事する者をいう。）、当該医療機関附属の看護師養   

成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護   
職員の数は算入しない。ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中   

央材料室勤務、集中治療室勤務、 裾瘡対策に係る専任の看護師等を兼   
務する場合は、勤務計画表による痛棟勤務の時間を比例計算のうえ、看   
護職員の数に算入することができる 。なお、兼務者の時間割比例計算に   
よる算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数   

をもって看護職員の人員とすること。  

（7）夜勤体制による減算及び加算の特例について  

療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務   

等看護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための基準を夜勤職員基準において   

定めている（第七号イにおいて準用する第二号ロ（1））ところであるが、   

その取扱いについては、以下のとおりとすること。   

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、病棟単  
位で職員数を届け出ること。   

② 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤  
職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時まで  

の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数を、  

b 一割の範囲内で減少した場合には、その三月後から人員基準欠  
如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単  

位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算  

される（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っ  

ている場合を除く。）。  
ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その三月後から  

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい  

て所定単位数が通所介護費等わ算定方法に規定する算定方法に従っ  

て減算される（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに  

至っている場合を除く。）。   

② 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。）が一00床未満の病  
院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせな  

くなった場合のより低い所定単位数の適用（人員基準欠如の場合を除  

く。）については、（Dの例によるものとすること。  

（6）看護職員の数の算定について  

看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている   

看護職負の数であり、その算定にあたっては、看護部長等（専ら、病院   

全体の看護管理に従事する者をいう。）、当該医療機関附属の看護師養   

成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護   
職員の数は算入しない。ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中   

央材料室勤務、集中治療室勤務、 裾瘡対策に係る専任の看護師等を兼   
務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看   
護職員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算に   
よる算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数   

をもって看護職員の人員とすること。  

（7）夜勤体制による減算及び加算の特例について  

療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務   

等看護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための基準を夜勤職員基準において   

定めている（第七号イにおいて準用する第二号ロ（1））ところであるが、   

その取扱いについては、以下のとおりとすること。   

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、病棟単  
位で職員数を届け出ること。   

② 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤  
職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時まで  

の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数を、  
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当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小   

数点第三位以下は切り捨てるものとする。  

③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前一月又は四週間の夜勤時   

間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従   

事した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の   

直近一月又は直近凶週間の実績の平均値によって判断する。なお、届   

出直後においては、当該病棟の直近三月間又は一二週間の実績の平均   

値が要件を満たしていれば差し支えない。  

④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者（以下「夜勤専従者」という。）   

については、それぞれの夜勤時間数は基準の概ね二倍以内であること。   

月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜   

勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が一六時間以下の者は除く。ただ   

し、一日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者の夜勤   

時間数が含まれる。  

⑤ 一日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当   

する月においては、入院患者の全員について、所定単位数が減算され   

る。夜間勤務等看護加算を算定している病院において、届け出ていた   

夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとす   

・：・   

イ 前月において一一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保さ  

れるべき員数から一割を超えて不足していたこと。   

ロ ー日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数  
から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間（暦月）継続し  

ていたこと。   

ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を  

一割以上上回っていたこと。   

ニ 月平均夜勤時間数の過去三月間（暦月）の平均が、夜勤職員基準  

上の基準時間を超えていたこと。  

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定   

しないものとする。  

⑦ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を   

置いていない場合について施設利用者全員に対して行われるものであ   

ること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満   
たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であ   

っても施設利用者全員に対し減算が行われること。   

当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小   

数点第三位以下は切り捨てるものとする。  

③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前一月又は四週間の夜勤時   

間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従   

事した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の   

直近一月又は直近四週間の実績の平均値によって判断する。なお、届   

出直後においては、当該病棟の直近三月間又は一二週間の実績の平均   

値が要件を満たしていれば差し支えない。  

④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者（以下「夜勤専従者」という。）   

については、それぞれの夜勤時間数は基準の概ね二倍以内であること。   

月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜   

勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が一六時間以下の者は除く。ただ   
し、一日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者の夜勤   
時間数が含まれる。  

⑤ 一日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当   

する月においては、入院患者の全員について、所定単位数が減算され   

る。夜間勤務等看護加算を算定している病院において、届け出ていた   

夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとす   

る。   

イ 前月において一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保さ  
れるべき員数から一割を超えて不足していたこと。   

ロ ー日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数  
から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間（暦月）継続し  

ていたこと。   

ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を  

一割以上上回っていたこと。   

ニ 月平均夜勤時間数の過去三月間（暦月）の平均が、夜勤職員基準  

上の基準時間を超えていたこと。  

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定   

しないものとする。  
⑦ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を   

置いていない場合について施設利用者全員に対して行われるものであ   

ること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満   
たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であ   

っても施設利用者全員に対し減算が行われること。  
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（8）人員基準欠如による所定単位数の減算について  

病院である指定介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数   

の減算の基準は、職員配置基準第十三号イ（2）において規定しているとこ   
ろであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。   
① 指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職  

員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない  

場合は、他の職種の配置数とは関係なく、  
イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー  

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経  
過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー  

ビス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の（Ⅱ）  

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは  
（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単  

位数に一00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。  
ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経  

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養  

施設サービス費については、所定単位数に一00分の七○を乗じて  

得た単位数が算定される。   

② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員   
数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介  
護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単  
位数に一00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。   

③ 介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における  

看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定め  

る員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以  
下「正看比率」という。）が二割未満である場合は、  
イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー  

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経  

過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー  

ビス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の（Ⅱ）  

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは  
（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単  

位数に一00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。  
ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経  

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養  

（8）人員基準欠如による所定単位数の減算について  

病院である指定介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数   

の減算の基準は、職員配置基準第十三号イ（2）において規定しているとこ   

ろであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。   

① 指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職  

員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない  

場合は、他の職種の配置数とは関係なく、  
イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー  

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経  

過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー  

ビス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の（Ⅱ）  

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは  

（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単  

位数に一00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。  
ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経  

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養  

施設サービス費については、所定単位数に一00分の七○を乗じて  

得た単位数が算定される。   

② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員  
数を滴たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介  
護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単  

位数に一00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。   

③ 介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における  

看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定め  

る員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以  

下「正看比率」という。）が二割未満である場合は、  

イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー  

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経  

過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー  

ビス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の（Ⅱ）  

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは  

（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単  

位数に一00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。  
ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経  

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養  
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施設サービス費については、所定単位数に一00分の九○を乗じて  

得た単位数が算定される。   

④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施  
設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定  

介護療養型医療施設基準に定める員数を満たし、正看比率も二割以上  

であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の  

六割未満であるもの（医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け  

出たものに限る。）においては、各類型の介護療養施設サービス費の  

うち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除  

して得た単位数が算定される。   

⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知  

事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護  

支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・  

介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数  

を満たしているが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定め  

る員数の六割未満であるもの（正看比率は問わない）においては、療  

養型介護療養施設サービス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介護療養施  

設サービス費の（Ⅲ）又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の   

（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サ  

ービス費の所定単位数に一00分の九○を乗じて得た単位数が算定さ  

れる。   

⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算  
が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十  

号）第凶十九条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。  

（9）所定単位数を算定するための施設基準について  
療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又   

は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定す   

るためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置される   

ことのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。   

① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービ  

ス費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型  

経過型介護療養施設サービス費（施設基準第四十一号において準用す  

る施設基準第八号こからへまで）  

イ 看護職員の最少必要数の二割以上が看護師であること。  

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ  

施設サービス費については、所定単位数に一00分の九○を乗じて  

得た単位数が算定される。   

④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施  
設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定  

介護療養型医療施設基準に定める員数を満たし、正看比率も二割以上  

であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の  

六割未満であるもの（医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け  

出たものに限る。）においては、各類型の介護療養施設サービス費の  
うち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除  

して得た単位数が算定される。   

⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知  

事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護  

支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・  

介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数  

を満たしているが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定め  

る員数の六割未満であるもの（正看比率は問わない）においては、療  

養型介護療養施設サービス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介護療養施  

設サービス費の（Ⅱ）又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の   

（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サ  

ービス費の所定単位数に一00分の九○を乗じて得た単位数が算定さ  

れる。   

⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算  
が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十  

号）第凶十九条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。  

（9）所定単位数を算定するための施設基準について  

療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又   

は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定す   

るためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置される   

ことのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。   

① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービ  
ス費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型  

経過型介護療養施設サービス費（施設基準第凶十一号において準用す  

る施設基準第八号こからへまで）  

イ 看護職員の最少必要数の二割以上が看護師であること。  

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ  
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ていないこと。  

ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。   
a ユニット型でない場合   

（a）－の病室の病床数が四床以下であること。   

（b）入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以  

上であること。   

（c）隣接する廊下の幅が内法による測定で－・八メートル（両側  

に居室がある廊下については、二・セメートル）以上であるこ  

と。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費を算定する  

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下について  
は、一・ニメートル（両側に居室がある廊下については、－・  

六メートル）以上とする。   
b ユニット型の場合   

（a）一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への  

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、  

二人とすることができること。   

（b）病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ  

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の  

ユニットの入院患者の定員は、概ね一○人以下としなければな  

らないこと。   

（c）一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。  

（i）一三・ニポ以上を標準とすること、ただし、（a）ただし書  

皇の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす  

ること。  

（h）ユニットに属さない病室を改修したものについては、一○  

・六五平方メートル以上とすること。ただし、（a）ただし書  

皇の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす  

ること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確  

保を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間  
に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。   

（d）ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

ニ 機能訓練室が内法による測定で凶○平方メートル以上の床面積を   

有すること。  

ホ 入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂、及   

び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型準個室を除   

ていないこと。  

ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。   

a ユニット型でない場合   

（a）一の病室の病床数が四床以下であること。   

（b）入院患者一人当たりの病室の床面積が六・凶平方メートル以  

上であること。   

（c）隣接する廊下の幅が内法による測定で－・八メートル（両側  

に居室がある廊下については、二・セメートル）以上であるこ  

と。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費を算定する  

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下について  

は、一・ ニメートル（両側に居室がある廊下については、一・  

六メートル）以上とする。   

b ユニット型の場合   

（a）一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への  

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、  

二人とすることができること。   

（b）病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ  

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。たたし、一の  

ユニットの入院患者の定員は、概ね一○人以下としなければな  

らないこと。   

（c）一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   r  

（i）一三・ニポ以上を標準とすること、ただし、（a）ただし書  

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする  

こと。  

（h）ユニットに属さない病室を改修したものについては、一○  

・六五平方メートル以上とすること。ただし、（a）ただし書  

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする  

こと。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保  

を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に  

一定の隙間が生じていても差し支えないこと。   

（d）ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

ニ 機能訓練室が内法による測定で四○平方メートル以上の床面積を   

有すること。  

ホ 入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂、及   

び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型準個室を除  
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く。）。  
② 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養   

施設サービス費（施設基準第凶十一号において準用する施設基準第八   

号チ及びり）   

イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。  
a ユニット型でない場合  

（a）一の病室の病床数が四床以下であること。  

（b）入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以  

上であること。  

（c）隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側  

に居室がある廊下については、二・セメートル）以上であるこ  

と。  
b ユニット型の場合  

（a）一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への  

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、  

二人とすることができること。  

（b）病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ  

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の  

ユニットの入院患者の定員は、概ね一○人以下としなければな  

らないこと。  

（c）一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。  

（i）一三・ニポ以上を標準とすること、ただし、（a）ただし書  

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする  

こと。  

（並）ユニットに属さない病室を改修したものについては、一○  

・六五平方メートル以上とすること。ただし、（a）ただし書の  

場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とするこ  

と。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を  
前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一  

定の隙間が生じていても差し支えないこと。  

（d）ブザー又はこれに代わる設備を設けること。   

ロ 入院患者一人につき、－平方メートル以上の広さを有する食堂、  
及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型準個室を除  

く。）。  
③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療  

く。）。  

② 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養   

施設サービス費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八   

号チ及びり）   

イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。  

a ユニット型でない場合  

（a）一の病室の病床数が四床以下であること。  

（b）入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以  

上であること。  

（c）隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側  

に居室がある廊下については、二・セメートル）以上であるこ  

と。  

b ユニット型の場合  

（a）一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への  

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、  

二人とすることができること。  

（b）病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ  

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の  

ユニットの入院患者の定員は、概ね一○人以下としなければな  

らないこと。  

（c）一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。  

（i）一三・ニポ以上を標準とすること、ただし、（a）ただし書  

皇の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす  

ること。  

（立）ユニットに属さない病室を改修したものについては、一○  

・六五平方メートル以上とすること。ただし、（a）ただし書皇  

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする  

こと。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保  

を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に  

一定の隙間が生じていても差し支えないこと。  

（d）ブザー又はこれに代わる設備を設けること。   

ロ 入院患者一人につき、一平方メートル以上の広さを有する食堂、  

及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型準個室を除  

く。）。  

③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療  

－79－   



l■  

養施設サービス費又はユニ  ット型認知症疾患型介護療養施設サービス  養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス  

費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八号ルからワま  

で）  

イ 看護職員の最少必要数の二割以上が看護師であること。  

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ  

ていないこと。  

ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。  

a 一の病室の病床数が四床以下であること。  

b 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以上  

であること。  

c 隣接する廊下の痛が内法による測定で一・八メートル（両側に  

居室がある廊下については、二・セメートル）以上であること。  
ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を算定する  

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、  

一・ニメートル（両側に居室がある廊下については、一・六メー  

トル）以上とする。  

（10）一部ユニット型指定介護療養型医療施設において所定単位数を算定す   

るための施設基準等について  

一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型の介護療養施設サー   

ビス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数   

が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ   

いて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いているこ   

とが必要である。また、一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類   
型のユニット型介護療養施設サービス費を算定するためには、看護職員   

又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれ   

ぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：－の職員配置）を置い   

ていることが必要である（施設基準第四十一号）。  

（11）一部ユニット型指定介護療養型医療施設における看護職員及び介護職   

員の人員基準欠如等について  
一部ユニット型指定介護療養型医療施設の各類型の介護療養施設サー   

ビス費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の   

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか   

一方で所定の員数（看護六：－、介護四：一の職員配置）を置いていな   

い場合に行われるものである。一部ユニット型指定介護療養型医療施設   

のユニット型介護療養施設サービス費に係る看護職員又は介護職員の人  

費（施設基準第凶十一号において準用する施設基準第八号ルからワま  

で）  

イ 看護職員の最少必要数の二割以上が看護師であること。  

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ  

ていないこと。  

ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。  

a 一の病室の病床数が四床以下であること。  

b 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以上  

であること。  

C 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側に  

居室がある廊下については、二・セメートル）以上であること。  
ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を算定する  

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、  

－・ニメートル（両側に居室がある廊下については、一・六メー  

トル）以上とする。  

（10）一部ユニット型指定介護療養型医療施設において所定単位数を算定す   

るための施設基準等について  

一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型の介護療養施設サー   

ビス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数   

が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ   

いて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いているこ   

とが必要である。また、一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類   

型のユニット型介護療養施設サービス費を算定するためには、看護職員   
又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれ   

ぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置い   

ていることが必要である（施設基準第凶十一号）。  

（11）一部ユニット型指定介護療養型医療施設における看護職員及び介護職   

員の人員基準欠如等について  
一部ユニット型指定介護療養型医療施設の各類型の介護療養施設サー   

ビス費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の   

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか   

一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いていな   

い場合に行われるものである。一部ユニット型指定介護療養型医療施設  

ト型介護療養施設サービス費に係る看護職員又は介護職員の人  のユニツ  
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員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニ   

ット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員   

配置）を置いていない場合に行われるものであること（通所介護費等の   

算定方法第十三号イ及びロ）。  

（12）介護療養施設サービス費を算定するための基準について   

① 介護療養施設サービス費は、施設基準第四十五号に規定する基準に  

従い、以下の通り、算定すること。  
イ 施設基準第四十五号イに規定する介護療養施設サービス費 介護  

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの  

に限る。）（「従来型個室」という。）の入院患者に対して行われる  

ものであること。  

ロ 施設基準第四十五号ロに規定する介護療養施設サービス費 介護  
療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の  

ものに限る。）（「多床室」という。）の入院患者に対して行われる  

ものであること。  
ハ 施設基準第四十五号ハに規定する介護療養施設サービス費 介護  

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療  

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第囚  

十一号。以下イ指定介護療養型医療施設基準」という。）第三十九  
条第二項第一号イ（3）（i）、第凶十条第二項第一号イ（3）（i）又は第  

四十一条第二項第一 号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省令附  

則第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を  

満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入院患者に  

対して行われるものであること。  

ニ 施設基準第四十五号土に規定する介護療養施設サービス費 介護  

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療  

施設基準第三十九条第二項第一号イ（3）（h）、第凶十条第二項第一号  

イ（3）（h）又は第四十一条第二項第一号イ（3）（云）を満たすものに限  

るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第  

三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第凶十条第二項第一号イ（3）（i）  

又は第四十一条第二項第一号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正  

省令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含  
む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」という。）の  

入院患者に対して行われるものであること。   

② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費  

員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニ   

ット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員   

配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準   

第十三号イ及びロ）。  

（12）介護療養施設サービス費を算定するための基準について   

① 介護療養施設サービス費は、施設基準第四十五号に規定する基準に  

従い、以下の通り、算定すること。  
イ 施設基準第凶十五号イに規定する介護療養施設サービス費 介護  

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの  

に限る。）（「従来型個室」という。）の入院患者に対して行われる  

ものであること。  

ロ 施設基準第凶十五号ロに規定する介護療養施設サービス費 介護  

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の  

ものに限る。）（「多床室」という。）の入院患者に対して行われる  

ものであること。  
ハ 施設基準第四十五号ハに規定する介護療養施設サービス費 介護  

療養施設サービスが 、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療  

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第四  

十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第三十九  
条第二項第一号イ（3）（i）、第四十条第二項第一号イ（3）（i）又は第  

凶十一条第二項第一号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省令附  

則第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を  

満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入院患者に  

対して行われるものであること。  

ニ 施設基準第凶十五号こに規定する介護療養施設サービス費 介護  

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療  

施設基準第三十九条第二項第一号イ（3）（h）、第四十条第二項第一号  

イ（3）（辻）又は第凶十一条第二項第一号イ（3）（h）を満たすものに限  

るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第  

三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第凶十条第二項第一号イ（3）（i）  

又は第凶十一条第二項第一号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正  

省令附則第凶条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含  
む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」という。）の  

入院患者に対して行われるものであること。   

② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費  
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の注1による届出がなされているものについては、ユニット型介護療  

養施設サービス費を算定するものとすること。  

（13）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（14）身体拘束廃止未実施減算について  

5の（7）を準用する。  

（15）療養環境減算の適用について   

① 病院療養病床療養環境減算の基準  

病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第  

七条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の  

一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十  

三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第四十一条の規定の  

適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法  

による測定で－・八メートル（両側に居室がある廊下については、二  

・セメートル）未満である場合に適用されること。（施設基準第四十  

三号において準用する施設基準第十二号）   

② 診療所療養病床設備基準減算の基準  

診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基準附則  

第十二条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群又は平成十  

三年医療法施行規則等改正省令附則第四十一条の規定の適用を受ける  

療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定  
で一・ 八メートル（両側に居室がある廊下については、二・セメート  

ル）未満であること。（施設基準第四十四号において準用する施設基  

準第十三号）   

③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合  

特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニ  
ット型個室・二人室、ユニット型準個室・二人室、ユニット型個室・  

ユニット型準個室以外の個室、二人室を除く。）にあっては、当該病  

室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算（Ⅲ）又は  

診療所療養病床療養環境減算（Ⅱ）を適用するものとすること。   

④ 病棟ごとの適用の原則  

療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであ  

り、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一  
施設であっても異なる療養環境減算の適用を受けることとなること。  

（16）若年性認知症患者受入加算について  

の注1による届出がなされているものについては、ユニット型介護療  

養施設サービス費を算定するものとすること。  

（13）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（14）身体拘束廃止未実施減算について  

5の（7）を準用する。  

（15）療養環境減算の適用について   

① 病院療養病床療養環境減算の基準  

病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第  

七条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の  

一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十  

三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第四十一条の規定の  

適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法  

による測定で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二  

・セメートル）未満である場合に適用されること。（施設基準第四十  

三号において準用する施設基準第十二号）   

② 診療所療養病床設備基準減算の基準  

診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基準附則  

第十二条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群又は平成十  

三年医療法施行規則等改正省令附則第四十一条の規定の適用を受ける  

療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定  

で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二・セメート  

ル）未満であること。（施設基準第四十四号において準用する施設基  

準第十三号）   

③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合  

特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニ  
ット型個室・二人室、ユニット型準個室・二人室、ユニット型個室・  

ユニット型準個室以外の個室、二人室を除く。）にあっては、当該病  

室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算てⅢ）又は  

診療所療養病床療養環境減算（Ⅲ）を適用するものとすること。   

④ 病棟ごとの適用の原則  

療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであ  

り、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一  
施設であっても異なる療養環境減算の適用を受けることとなること。  
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2の（12）を準用する  

吐姐入院患者が外泊したときの費用の算定について  

6の（12）を準用する。  

吐狙入院患者が試行的退院したときの費用の算定について  

6の（13）を準用する。  

追払入院患者が外泊したときの費用の算定について  

6の（12）を準用する。  

建泣入院患者が試行的退院したときの費用の算定について   

① 試行的退院サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体  
の状況に照らし、退院して居宅において生活ができるかどうかについ  

て医師、果剤師（配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支  

援相談員、介護支援専門員等により、退院して、その居宅において療  

養を継続する可能性があるかどうか検討すること。   

② 当該入院患者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意  

を得た上で実施すること。   

③ 試行的退院サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、指定  
介護療養型医療施設の介護支援専門員が、試行的退院サービスに係る  

居宅サービスの計画を作成するとともに、御ビ  

ス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅に   

おいて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ   

るように配慮した計画を作成すること。  

勝行うことが望ましいこと。   

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導   
口 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を   

目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、   
排泄訓練の指導   

ハ  家屋の改善の指導   

二 当該入院患者の介助方法の指導  

参 試行的退院サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅   

サービス事業者等により、計画に基づく適卿供す   

ることとし、卿象と   

ならないこと。  

⑥ 加算の算定期間は、一月につき六日以内とする。また、算定方法は、  

■5の（16）の①及び②を準用する。一回の試行的退院サービス費が月を   

またがる場合であっても、連続して算定できるのは六日以内とする。  

⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベ   
ッドを短期入所療養介護に活用することは可能であること。この場合   
において試行的退院サービス費を併せて算定することは可能であるこ   

上皇＿  

ー83－   



⑧ 試行的退院期間が終了してもその居宅に退院できない場合において  

は、指定介護療養型医療施設で療養を続けることとなるが、眉持引こお  

いて療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けた  

リハビリ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うとともに適切  

な支援を行うこと。  

1必従来型個室に入所していた者の取扱いについて  
5の（19）を準用する。  

止弘従来型個室に入所していた者の取扱いについて  

5の止弘を準用する。  
（19）栄養管理体制加算  

5の（17）  を準用する。  

（20）栄養マネジメント加算  

5の止姐を準用する。  
（21）経口移行加算  

5の止姐を準用する。  
（22）経口維持加算  

5の（20）を準用する。  

（20）栄養マネジメント加算  

5の受払を準用する。  

（21）経口移行加算  

5の（旦辻を準用する。  

（22）経口維持加算  

5の塵必＿を準用する。  

（23）口腔機能維持管理加算  

5の（23）を準用する  

鎚療養食加算  
2の（10）を準用する。  

虚姐療養食加算  

2の血盟を準用する。  

（25）認知症専門ケア加算  

5の（28）を準用する。  

（26）サービス提供体制強化加算   

① 2の（16）①から④まで及び⑥を準用する。   

② 指定介護療養施設サービスを糾静割こ直接提供する職員とは、看護  
職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を  
指すものとする。  

夏生入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について   

① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷  
病以外の傷病に雁患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要  

が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とす  

る。   

② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療  

養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当  

該他医療機関は当該費用を算定できない。   

③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼  

迫泣入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について   

① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷  
病以外の傷病に羅患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要  

が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とす  

る。   

② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療  
養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当  

該他医療機関は当該費用を算定できない。   

③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼  
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科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に   

当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対   
し当該診療が行われた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標模す   

る他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定め   

る診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診   
療が行われた日に係る介護療養施設サービス費は、一月に凶日を限度   

として所定単位数に代えて一目につき三杢三単位を算定するものとす   

る。  

当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り別途算   

定できる。  

④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診   

療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設   

において、 当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護   

療養型医療施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含   

む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院して   

いる介護療養型医療施設が負担する。）とともに、診療録にその写し   

を添付する。  

⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。   

ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当   

する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にある  

と認められる。   

（イ）当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の  

場合   

（ロ）当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の  

場合   

（ハ）当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等  

の場合   

（ニ）当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当  

該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が－○分の三を超  

える場合   

（ホ）（イ）から（ニ）までに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関  

係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対  
して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。）   

イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。   

ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。  

科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に   

当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対   
し当該診療が行われた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標模す   

る他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定め   

る診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診   
療が行われた日に係る介護療養施設サービス費は、一月に四日を限度   

として所定単位数に代えて一日につき坦旦塑単位を算定するものとす   

る。  

当該所定単位数を算定した目においては、特定診療費に限り別途算   

定できる。  

④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診   

療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設   

において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護   

療養型医療施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含   

む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院して   

いる介護療養型医療施設が負担する。）とともに、診療録にその写し   

を添付する。  

⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。   

ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当  

する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にある  

と認められる。   

（イ）当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の  

場合   

（ロ）当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の  

場合   

（ハ）当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等  

の場合   

（ニ）当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当  

該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が一○分の三を超  

える場合   

（ホ）（イ）から（ニ）までに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関  

係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対  

して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。）  

1 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。   

ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。  
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（イ）事実上婚姻関係と同様の事情にある者  

（ロ）使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他  

の財産によって生計を維持しているもの  

（ハ）（イ）又は（ロ）に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしてい  

るもの  

追払初期加算について  

6の血生を準用する。  

追払退院時指導等加算について  

6の止立（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。）を準   
用する。  

追払在宅復帰支援機能加算  

5の旦迫を準用する。  
追払特定診療費について  

別途通知するところによるものとする。  

（イ）事実上婚姻関係と同様の事情にある者  

（ロ）使用人及び使用人以外の看で当該役員等から受ける金銭その他  

の財産によって生計を維持しているもの  

（ハ）（イ）又は（ロ）に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしてい  

るもの  

建弘初期加算について  

6の上！旦を準用する。  

地退院時指導等加算について  
6の止吐（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。）を準   

用する。  

迫吐在宅復帰支援機能加算  

5の旦姐を準用する。  

廷辻特定診療費について  

別途通知するところによるものとする。  
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○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に   

伴う実施上の留意事項について（平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 厚生労働省老健局計画課長、   

振興課長、老人保健課長連名通知）  

改  正  改  正  後  

第一 届出手続きの運用  

1 届出の受理  

（1）届出書類の受取り  

指定事業者（他市町村に所在する指定事業者を含む。）側から統一  

的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類の提  

出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサービス  

事業を行うときは一括提出も可とする。）。  

（2）要件審査  

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を  
求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準  

とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の補正に要する時間は  

除く。）。  
（3）届出の受理  

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない  

場合は、不受理として一件書類を返戻すること。  

（4）国保連合会等への通知  

市町村が届出を受理した場合は、その旨を届出者に通知するとともに、  

都道府県に情報を提供すること。都道府県は、その旨を国民健康保険団  
体連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。なお、事業  

者が複数の都道府県にまたがって指定を受けている場合、事業所が所在  

しない他の都道府県は、事業所が所在する都道府県に対し届出の情報を  

提供すること。これを受けて、事業所が所在する都道府県は、その情報  

を事業所が所在する都道府県の国保連合会に通知すること。  

（5）届出に係る加算等の算定の開始時期  

夜間対応型訪問介護茎追認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知  

症対応型適所介護における届出に係る加算等（算定される単位数が増え  

るものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、  

利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、  
届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になさ  

れた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。  

第一 届出手続きの運用  

1 届出の受理  

（1）届出書類の受取り  

指定事業者（他市町村に所在する指定事業者を含む。）側から統一  

的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類の提  

出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサービス  

事業を行うときは一括提出も可とする。）。  

（2）要件審査  

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を  
求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準  

とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の補正に要する時間は  

除く。）。  
（3）届出の受理  

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない  

場合は、不受理として一件書類を返戻すること。  
（4）国保連合会等への通知  

市町村が届出を受理した場合は、その旨を届出者に通知するとともに、  

都道府県に情報を提供すること。都道府県は、その旨を国民健康保険団  
体連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。なお、事業  

者が複数の都道府県にまたがって指定を受けている場合、事業所が所在  

しない他の都道府県は、事業所が所在する都道府県に対し届出の情報を  

提供すること。これを受けて、事業所が所在する都道府県は、その情報   

を事業所が所在する都道府県の国保連合会に通知すること。  

（5）届出に係る加算等の算定の開始時期  

夜間対応型訪問介護」認知症対応型適所介護若しくは介護予防認知症  

対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多   

機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定される単位数が増える  

ものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、   

利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、   

届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になさ  
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れた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。  

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介   

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介   

護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る   

加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理  

された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとす  

る。  

2 届出事項の公開   

届出事項については市町村において閲覧に供するほか、事業者において   

も利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。  

3 届出事項に係る事後調査の実施   

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調   
査を行うこと。  

4 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届   

出の取扱い   

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判  
明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の   

取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったこと  
になるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであるこ   

と。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得にな  

るので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした   

指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返  
し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。   

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは   
当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが   

判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得にな  

るので返還措置を講ずること。  

5 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い   

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は  

加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出   

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実   
が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に   
おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求   

となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ   

とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処  

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介   

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介   

護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る   

加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理   

された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとす  

る。  

2 届出事項の公開   

届出事項については市町村において閲覧に供するほか、事業者において   

も利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。  

3 届出事項に係る事後調査の実施   

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調   

査を行うこと。  

4 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届   

出の取扱い  

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判   

明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の   

取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったこと   
になるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであるこ   

と。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得にな   

るので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした   

指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返   

し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。  

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは   
当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが   
判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得にな   
るので返還措置を講ずること。  

5 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い   

L‡・   

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は  

加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出  

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実  

が発生した目から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に  

おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求  

となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ  

とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処  
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すること。  

6 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還  

4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所にお   

いては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る   

利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金   

に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者   

等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。  

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項  

1 通則  

（1）算定上における端数処理について  

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満（′ト数点以   

下）の端数については「切り捨て」とする。  

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー   

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした  
単位数（整数値）である。  

（2）サービス種類相互の算定関係について  

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域   

密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、その他の指   

定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療   

養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特   
定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要があ   

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の   

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない  

ものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受け   

ている者については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ   

リテーション、適所介護費及び適所リハビリテ ーション費並びに夜間対   

応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護は算   

定しないものであること。  

なお、小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問看護   

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与   

費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の   

額は算定しないものであること。  

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、   
訪問サービスの所定単位数は算定できない。  

（3）施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について   

すること。  

6 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還  

4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所にお   

いては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る   

利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金   

に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者   

等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。  

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項  

1 通則  
（1）算定上における端数処理について  

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満（小数点以  

下）の端数については「切り捨て」とする。  

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー  

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした  
単位数（整数値）である。  

（2）サービス種類相互の算定関係について  

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域  

密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、その他の指  

定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療   

養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特  

定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要があ  

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の  
居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない  

ものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受け  
ている者については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ   

リテーション、適所介護費及び通所リハビリテーション費並びに夜間対   

応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び′ト規模多機能型居宅介護は算  

定しないものであること。  
なお、小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問看護   

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与   
費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の   

額は算定しないものであること。  

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、  
訪問サー ビスの所定単位数は算定できない。  

（3）施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について  
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施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設サービス費の試行的退所   

を算定した場合には、地域密着型サービスは算定できない。   

（4）同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ   

て  

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と   

する。ただし、夜間対応型訪問介護と訪問着護を、同一利用者が同一時   

間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同   

一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に   

限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。  

（5）入所等の日数の数え方について   

① 入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退  

所等した日の両方を含むものとする。   

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療  

養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老  
人福祉施設、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介  

護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に  
おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行  

われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等を  

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所   

等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、．短期  

入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に  

入所したような場合は、入所に切り替えた目については短期入所生活  

介護費は算定しない。   

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と  

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療  

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当  

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは  

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互  

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同  

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医  

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所  
等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院  
したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転  

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定  

施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養   

型医療施設の試行的退所を行っている場合には、地域密着型サービスは   

算定できない。  

（4）同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ   

て  

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と   

する。ただし、夜間対応型訪問介護と訪問看護を、同一利用者が同一時   
間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同   
一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に   

限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。  

（5）入所等の日数の数え方について   

① 入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退  

所等した日の両方を含むものとする。   

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療  

養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老  

人福祉施設、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介  

護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に  
おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行  

われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等を  

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所  

等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期  

入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に  

入所したような場合は、入所に切り替えた目については短期入所生活  

介護費は算定しない。   

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と  

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療  

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当  

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは  

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互  

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同  

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医  

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所  

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院  
したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転  

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定  
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